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厚生労働省雇用均等・児童家庭局家庭福祉課長

児童養護施設等における入所者の自立支援計画について

近年、児童相談所や児童福祉施設等において、虐待など複雑かつ深刻化する子どもの問

題に対応するために、子どもと家庭に対する的確なアセスメント及びこれに基づいた適切

な自立支援計画の策定が求められている。このため、児童福祉施設最低基準（昭和２３年

厚生省令第６３号。以下「最低基準」という。）を改正し、平成１７年４月より、児童養

護施設等の各施設長は、入所者に対して計画的な自立支援を行うため、個々の入所者に対

する支援計画を策定しなければならないこととしたところである。この自立支援計画につ

いては、児童自立支援計画研究会により検討され、「子ども自立支援計画ガイドライン（以

下、「ガイドライン」という。）」として報告されたところである。これらを踏まえ、児童

養護施設等における入所者の援助に係る計画について、下記の点に留意しつつ、自立支援

計画を策定し、入所者の援助向上の観点から、その一層の活用を図られたい｡

なお、児童相談所においても、施設入所ケースについて、ガイドラインで示された「子

ども家庭総合評価票」を積極的に活用し、適切な総合診断を行い、施設職員等の関係者と

十分に協議して援助指針を作成することとされているので留意願いたい。

おって、平成１０年３月５日児家第９号厚生省児童家庭局家庭福祉課長通知「児童養護

施設等における入所者の自立支援計画について」及び平成１６年５月２７日雇児福発第

0527001 号厚生労働省雇用均等・児童家庭局家庭福祉課長通知「乳児院における自立支援

計画の策定について」は廃止する。

記

第１ 児童養護施設、乳児院、児童自立支援施設又は情緒障害児短期治療施設に入所して

いる子どもに係る自立支援計画について

児童福祉施設に入所中の子どもに対する指導については、担当職員のみならず施設長

を始めとする職員が共同して、生活指導、職業指導、家庭環境調整等を行っているとこ

ろである。これらの実施については、入所中はもとより退所後についても継続した対応

が求められていることから、子どもの自立支援の視点に立った指導の充実や、子どもの

通学する学校、児童相談所等関係機関との連携を図りつつ、個々の子どもの状況を十分

に把握するとともに、情報を共有化するためのケース概要を基にケース検討会議等で十

分に検討し、個別の子どもについて自立支援計画を策定し、これに基づいた支援を行わ

れたい。



この自立支援計画は、子どもの施設入所時に策定する方法に加え、入所後数か月間は、

児童相談所で作成した援助指針を自立支援計画として活用し、子どもを支援した後にそ

の効果などについて評価・検討し、子ども本人、保護者、児童相談所及び関係機関の意

見や協議などを踏まえ、策定することも可能である。このため、児童相談所が作成する

援助指針は、子ども及び保護者の意向が十分に尊重され、施設と十分に協議されたもの

である必要がある。また、自立支援計画の策定後は､計画が適切に実施されているか否

かについて十分把握するとともに､目標の達成状況などから支援効果について客観的な

評価を行い、アセスメントや計画(課題設定・目標設定・援助の方法等）の妥当性など

を検証し、必要に応じて自立支援計画等の見直しを行うことが重要である。再評価に際

しては、ガイドラインで示された「子ども家庭総合評価票」等を活用しつつ、子どもや

保護者、児童相談所など関係者と連携を図り、評価の妥当性や信頼性を確保することに

留意する必要がある。また、子どものいわゆる問題行動や短所の指摘にとどまることの

ないよう留意し、それまでの間の援助が子どもの成長や発達に果たした役割を評価する

とともに、援助に関しさらに改善の求められる部分を発見することに主眼を置くことが

重要である。

なお、当該計画の書式については、標準的と考えられる書式を別添１として添付した

ので参考にされたい。

第２ 母子生活支援施設の入所者に係る自立支援計画について

母子生活支援施設の入所者に対する支援については、担当職員のみならず施設長を初

めとする職員が共同して、就労、家庭生活及び子どもの養育に関する相談及び助言等各

援助領域を通じ、入所中はもとより退所後についても継続的な支援を行うことが必要で

あるとともに、母子家庭の自立支援の観点に立った支援の充実や、福祉事務所、母子自

立支援員、児童家庭支援センター、母子福祉団体、公共職業安定所、子どもの通学する

学校や児童相談所等関係機関との連携を推進する観点から、入所者個別の自立支援計画

を策定されたい。

また、当該計画は、入所時に福祉事務所、母子自立支援員等と協議の上、母子自身の

意見・意向を踏まえて策定し、以後は定期的に福祉事務所等関係機関と協議の上、再評

価を行うこと。再評価に関しては、母子の問題や短所の指摘にとどまることのないよう

留意し、それまでの間の援助が母親の自立及び子どもの成長や発達に果たした役割を評

価するとともに、援助に関し、さらに改善の求められる部分を発見することに主眼を置

くこと。なお、当該計画の書式については、従来から各施設において策定していた個別

処遇計画に所要の修正をすることでも足りるものであるが、標準的と考えられる書式を

別添２として添付したので参考にされたい。

なお、最低基準においては、母子生活支援施設について、関係機関との連携に係る規

定（第３０条の２）により、母子生活支援施設の長は、福祉事務所等関係機関と密接に

連携して、母子の保護及び生活の支援に当たらなければならないとされているところで

あり、母子生活支援施設に入所措置を採った福祉事務所にあっては、自立支援計画の作

成に関し施設から意見等を求められた場合には協力するよう努められたい。


